
長期優良住宅化リフォーム推進事業（国土交通省H26年度助成制度）によるリフォーム工事の
助成金を利用して工事を行いますと、工事費の１/3又は最大100万円の助成金が受けられます。
例えば、300万円以上かかるリフォーム工事を行う場合、最大で100万円までの助成金が受け
られることとなり、自己負担は2/3の200万円程度ですむことになります。
　町田のNPO法人顧問建築家機構では、今年度の予算のうち10棟分を確保しましたが、残りが
3棟分程度となりましたので、早めにお申し込みください。（平成２６年９月末まで）

利用条件：

○町田（又は多摩エリア）の戸建て住宅にお住まいの方。

○平成26年11月までに工事着手でき、平成27年1月に完工予定。

○耐震評点が1.0（改修工事後で可）以上、又は昭和56年6月以降に確認申請を

　受けて建築されていること（確認申請写し又は完了済証あり）

○基礎高さが現況で30センチ以上あること。

長期優良住宅化リフォーム推進事業（平成26年度）のイメージ

お申込み・お問い合わせは電話でお気軽に
　　【町田の家・長期優良リフォーム事業推進委員会】 042-400-7819 　（担当：阿部）

協力： NPO法人顧問建築家機構042-723-6866 その他、住宅の問題でお悩みの方気軽にご相談ください。


